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項  目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

 

 

 

令和７年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 渡良瀬川沿岸地区

太田頭首工等付帯施設耐震照査その他業務（以下「本業務」という。）の施行にあた

っては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」とい

う。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるもの

とする。 

 

（目  的） 

第 1-2 条 

 

 

 

本業務は、太田頭首工等の付帯施設の耐震照査を実施するとともに、藪塚畑かん水

路の機能診断調査を実施するものである。 

 

（場  所） 

第 1-3 条 

 

 

本業務において対象となる位置は、群馬県桐生市、太田市、館林市及びみどり市地

内で、別添位置図に示すとおりである。 

 

(土地への立入り等) 

第 1-4 条 

 

 

 

 

作業実施のための土地の立入り等は、共通仕様書第 1-16 条によるが、発注者の許可

無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責任におい

て処理するものとする。 

 

(低入札価格契約にお

ける第三者照査)  

第 1-5 条 

 

 

１ 予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第 85 条の基準に基づく価格（以

下、「調査基準価格」という。）を下回る価格で契約した場合においては、受注者

は「業務請負契約書第 11 条照査技術者」及び「共通仕様書第 1-7 条照査技術者及び

照査の実施」については、受注者が自ら行う照査とは別に、受注者の責任において

共通仕様書等を基本とする第三者の照査（以下、「第三者照査」という。）を実施

しなければならない。 

２ 第三者照査の企業に要求される資格 

(1)予決令第 98 条において準用する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当して

いないこと。 

（2）関東農政局において、令和７・８年度（当該業種区分）の一般競争（指名競

争参加資格の認定を受けていること。 

（3）関東農政局長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている

期間中でないこと。 

（4）共通仕様書第 1-30 条守秘義務を遵守できるものであること。 

（5）中立的、公平な立場で照査が可能な者であること。なお、第三者照査を実施

するものは受注者との関係において、以下の基準のいずれかに該当する関係

がないこと。 

ア 資本関係 

（ア）親会社と子会社の関係にある 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある 

イ 人的関係 

一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている 

３ 第三者照査を行う照査技術者に要求される資格 

第三者照査を行う照査技術者は、受注者が配置する照査技術者と同等の能力と経

験を有する以下の者であること。 

○ 照査技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

○ 照査技術者と同等の技術者資格を有する者 

４ 照査技術者の通知 

受注者は、自ら行う照査の他に、第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通

知するものとする。 

５ 照査計画 

受注者は、第三者の照査方法については、自ら行う照査とあわせて業務計画書に
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項  目 内                容 

照査計画として、具体的な照査時期、照査事項等を定めなければならない。 

また、照査結果及び照査状況については、その都度監督職員に報告しなければな

らない。 

 

(履行確実性評価の達

成状況の確認) 

第 1-6 条 

 

 

本業務の受注にあたり、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格（以下、「調

査基準価格」という。）を下回る金額で受注した場合には、履行確実性評価の審査で

提出した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏付け

る資料とともに、業務完了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料

をもとに以下の内容について履行確実性評価の達成状況を確認し、その結果を業務成

績に反映させるものとする。 

なお、業務完了検査時までに提出されない場合には以降の提出を受け付けず、業務成

績評定に厳格に反映させるものとする。 

(1)審査項目ａ）～ｃ）において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回

った場合 

(2)審査項目ｄ）において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った

場合 

(3)その他、業務計画書等に示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理

由なく異なる等、業務実施体制に関する問題が生じた場合 

(4)業務成果品のミス、不備 等 

 

（一般事項） 

第 1-7 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 

(1) 作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を

図る。 

(2) 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有したものとする。 

(3) 現地調査にあたっては、言動等に十分注意を払い、住民等から無用の不審を招

かないよう十分注意するものとする。 

(4) 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出

を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。 

(5) 施設内に立ち入る場合は、監督職員及び施設管理者等関係機関との連絡調整を

密接に行い、安全かつ効率的に実施できるよう配慮しなければならない。 

 

（管理技術者） 

第 1-8 条 

 

 

１ 管理技術者は､共通仕様書第1-6条第 3項によるものとし､農業土木技術管理士以

外の業務に該当する部門は次のとおりである。 

 

  資  格 技術部門 選択科目  

  

技術士 
総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

 

  農  業 農業土木、農業農村工学  

  
博士 

当該業務に関連する 

学術部門 
－ 

 

  シビルコンサルティ

ングマネージャー 
農業土木 － 

 

  

２ 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格（以下、「調査基準価格」という。）

を下回る価格で契約した場合においては、管理技術者は屋外で行う調査の実施に際

して現場に常駐するとともに、作業日毎に業務の内容を監督職員に報告しなければ

ならない。  

なお、管理技術者が現場での常駐場所を定めた場合、あるいは変更した場合は監

督職員に報告することとする。 
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項  目 内                容 

（照査技術者） 

第 1-9 条 

 

 

１ 照査技術者は、共通仕様書第 1-7 条第 2 項によるものとし、農業土木技術管理士

以外の業務に該当する部門は次のとおりである。 

 

  資  格 技術部門 選択科目  

  

技術士 
総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

 

  農  業 農業土木、農業農村工学  

  
博士 

当該業務に関連する 

学術部門 
－ 

 

  シビルコンサルティン

グマネージャー 
農業土木 － 

 

  

  

 ２ 共通仕様書第 1-7 条第 4 項でいう、監督職員が指示する業務の節目とは、次のと

りとする。 

① 業務実施計画作成時 

② 機能診断調査計画策定段階 

③ 耐震照査に係る基本条件設定段階 

④ 機能診断調査結果及び耐震照査結果取りまとめ段階 

⑤ 点検・取りまとめ段階 

⑥ その他、監督職員が指示した場合 

 

３ 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。 

 

（担当技術者） 

第 1-10 条 

 

 

担当技術者は共通仕様書第 1-8 条によるものとする。 

 

（配置技術者の確認） 

第 1-11 条 

 

 

 

共通仕様書第 1-11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第 1-12 条に基づ

く技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。 

(1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する

分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組

織計画を変更する際も同様とする。 

(2) 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（AGRIS）への技術者情報

の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象

とし、事前に監督職員の承認を得るものとする。 

 

（保険加入） 

第 1-12 条 

 

 

 

 

受注者は、共通仕様書第 1-37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画

書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入

を証明する書類を提示しなければならない。 
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項  目 内                容 

第 2 章 作業条件 

（適用する図書） 

第 2-1 条 

 

 

この業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適

用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

  番号 名    称 発 行 所 制定(改訂)年月  

  

1 

「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 

設計「頭首工」」及び「土地改良事業計画設

計基準及び運用・解説 設計「頭首工」 技術

書」 

農林水産省農村振興

局整備部設計課 
令和６年３月 

 

  2 土地改良事業設計指針「耐震設計」 
(公社)農業農村工学

会 
平成 27 年５月  

  
3 道路橋示方書・Ｖ耐震設計編 

(公社)日本道路協

会 
平成 24 年３月 

 

  4 鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編） 
(一社）農業土木事業

協会 
平成 21 年 11 月  

  5 河川構造物の耐震性能照査指針・解説 
国土交通省水管理・

国土保全局治水課 
令和２年２月  

  6 
ダム・堰施設技術基準（案）(平成 28 年 3 月

改正)「基準解説編・設備計画マニュアル編」 

(一社)ダム・堰施設

技術協会 
平成 28 年３月  

  7 ダム・堰施設検査要領（案）(同解説) 
(一社)ダム・堰施設

技術協会 
平成 22 年１月  

  8 
ダム・堰施設技術基準（案）基準解説編・マ

ニュアル編(平成 28 年 3 月改正） 

(一社)ダム・堰施設

技術協会 
平成 28 年３月  

 
9 農業水利施設の機能保全の手引き 

農林水産省農村振

興局整備部水資源課

施設保全管理室 

令和５年４月 

 10 
農業水利施設の機能保全の手引き 

「パイプライン」 

農林水産省農村振

興局整備部設計課 
平成 28 年８月 

 11 
農業水利施設の機能保全の手引き 

「頭首工」 

農林水産省農村振

興局整備部設計課 
令和７年６月 

 
12 農業水利施設の長寿命化のための手引き 

農林水産省農村振

興局整備部設計課施

工企画調整室 

平成27年 11月 

 ※ 農業水利施設の機能保全の手引きは、https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/su

tomane/index.html より入手可能。 

 

（作業条件） 

第 2-2 条 

 

 

 

本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。 

(1) 作業の実施にあたっては、事前に作業方法及び具体的な工法計画立案し、監督

職員及び監督職員が指示する者と十分打合わせを行い、手戻りのないよう留意し

なければならない。 

(2) 本業務において生じた第三者との紛争で受注者の責に帰する事項は、受注者の

責任において処理しなければならない。 

(3) 本業務にて耐震照査を行う太田頭首工及び邑楽頭首工の施設の重要度区分は、

ＡＡ種とする。 

(4) レベル１地震動の頭首工の構成要素ごとの耐震性能は「健全性を損なわない」

とする。また、レベル２地震動の耐震性能は「限定された損傷に留める」とする。 

   また、過年度に検討した地震動を用いて耐震性能を照査するものとする。 

(5) 作業の実施にあたっては、事前に作業方法及び具体的な工法計画を立案し、監

督職員及び監督職員が指示する者と十分打合わせを行い、手戻りのないよう留意

しなければならない。 

(6) 本業務において生じた第三者との紛争で受注者の責に帰する事項は、受注者の

責任において処理しなければならない。 

(7) 施設内に立ち入る場合は、事前に監督職員と日程調整を行うものとする。なお、

渡良瀬川の非出水期は 11 月１日から翌５月 31 日までとなっている。 

 ・施設管理者 栃木県及び群馬県（太田頭首工） 

        群馬県（邑楽頭首工） 

        藪塚台地土地改良区（藪塚畑かん水路） 
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項  目 内                容 

 ・施設操作者 渡良瀬川中央土地改良区連合（太田頭首工） 

        渡良瀬川下流土地改良区連合（邑楽頭首工） 

        藪塚台地土地改良区（藪塚畑かん水路） 

(8) 調査対象施設において、作業上支障となる状態が発生した場合や新たに仮設等

が必要となった場合は、監督職員と協議する。 

(9) 現地作業を行う場合は、労働安全衛生法等の諸法令を遵守して行うものとする。 

(10) 調査の実施に際して、河川管理者及び道路管理者との連絡調整が必要となった

場合は、発注者側で実施する。 

 

（主要施設及び対象

施設） 

第 2-3 条 

 

 

本業務の対象となる施設は、別紙１【調査対象施設諸元一覧表】のとおりである。 

  

（貸与資料） 

第 2-4 条 

 

 

 

 貸与資料は、次のとおりである。 

 

また、上記以外で必要な資料がある場合は監督職員と協議するものとする。 

  貸  与  資  料 数量  

  事業誌 渡良瀬川（S59 年 9 月） １式  

  渡良瀬川沿岸地区 工事出来形図面 １式  

  調査報告書 渡良瀬川沿岸地質調査（昭和 42 年３月） １式  

  土質調査報告書 渡良瀬川沿岸地区頭首工地質調査（昭和 46 年） １式  

  昭和 48 年 関東農政局渡良瀬川沿岸農業水利事業 

太田頭首工設計業務 報告書(その 1 水利・構造計算書) 
１式 

 

  昭和 48 関東農政局 渡良瀬川沿岸農業水利業務 

太田頭首工設計業務報告書（その２,添付図面） 
１式 

 

  昭和 50 年 関東農政局渡良瀬川沿岸農業水利事業 

太田頭首工揚水試験業務 報告書 
１式 

 

  14_S50 関東農政局 渡良瀬川沿岸農業水利事業 

太田頭首工設計業務報告書 (その１)水理,構造計算書 
１式 

 

  15_S51 関東農政局渡良瀬川沿岸農業水利事業 太田頭首工地質調査 １式  

  16_S51 太田頭首工工事 本体工 (土工～完成)写真集 １式  

  邑楽頭首工実施設計報告書 其の１ 水利構造計算（昭和 47 年） １式  

  邑楽頭首工実施設計報告書 其の２ 構想計算及び施工計画（昭和 １式  

  邑楽頭首工設計資料集 水理・構造計算編（昭和 51 年） １式  

  邑楽頭首工設計資料集 基礎工・施工計画編（昭和 51 年） １式  

  邑楽頭首工工事写真 基礎工事・鋼管杭 １式  

  邑楽頭首工工事写真 基礎工事 １式  

  平成 27 年度 国営施設機能保全事業 

渡良瀬川沿岸地区長寿命化計画書作成その他業務 報告書 
1 式 

 

  平成 27 年度 国営施設機能保全事業 

渡良瀬川沿岸地区施設耐震診断業務 報告書 
1 式 

 

  平成 31 年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域整備構想検討業務 報告書 
1 式 

 

  令和２年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域施設機能診断業務 報告書 
１式 

 

  令和２年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農施設整備構想検討業務 報告書 
１式 

 

  令和３年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域施設機能診断業務 報告書 
１式 
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項  目 内                容 

  令和３年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農・施設整備構想検討業務 報告書 
１式 

 

  令和４年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農・施設整備構想検討業務 報告書 
1 式 

 

  令和５年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農計画及び施設整備構想検討その他業務 
１式 

 

  令和６年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 

渡良瀬川沿岸地区邑楽頭首工等耐震照査業務 
１式 

 

  令和６年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域用水計画（案）検討その他業務 
１式 

 

  

（貸与資料等の取扱

い) 

第 2-5 条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-3 条、第 2-4 条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 

(1) 貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合

は、監督職員と協議するものとする。 

(2)参考図書は、設計作業時点の最新版を用い、設計作業中に改訂された場合には、

監督職員と協議するものとする。 

(3) 貸与資料等は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の

請求があった場合のほか、完了検査時に一括返納しなければならない。 

(4) 上記記載資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員から指示する。 

 

（関連業務） 

第 2-6 条 

 

 

本業務と関連する主な業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の

管理技術者と連携を密にし、互いに協調の図られた業務成果とすること。 

 

 業務名 業務実施期間  

 令和７年度 国営土地改良事業地区調査  

渡良瀬川沿岸地区事業計画等策定業務 
R7.5.20～R8.3.12 

 

 

 令和７年度 国営土地改良事業地区調査  

環境配慮計画（案）策定他業務 
R7.6.3 ～R8.3.9 

 

 
 

  
 

第 3 章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第 3-1 条 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、別紙２【作業項目内訳表（機能診断調査及び

耐震照査）】及び別紙３【機能診断調査業務調査数量表】に示すとおりである。 

 

（機能診断調査内容） 

第 3-2 条 

 

機能診断調査の詳細は次のとおりである。 

なお、詳細数量については別紙３【機能診断調査業務調査数量表】による。また、

作業は施設管理者と調整の上で行う。 

(1)現地調査（現地踏査） 

事前調査で得られた情報を参考に、遠隔目視により変状の有無や変状箇所の特定

を行い、踏査結果を整理する。踏査結果を踏まえ、現地調査（定点調査）を行う調

査地点、調査項目等を決定する。 

(2)現地調査（定点調査） 

土木施設の現地調査については農業水利施設の機能保全の手引きによるものと

し、現地踏査により決定した調査地点において、目視を行い、変状等を定量的に把

握（ひび割れ・欠損・変形等計測、周辺観察等含む）するとともに、スケッチを作

成する。 
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項  目 内                容 

（作業の留意点） 

第 3-3 条 

 

業務の実施にあたって、特に留意する点は次のとおりとする。 

(1) 第 2-1 条、第 2-3 条、第 2-4 条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料並び

に受注者が所有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとす

る。 

(2) 作業にあたっては、監督職員及び関係機関と連絡調整を密に行い、作業の円滑

な推進に努めることとする。 

(3)現地作業を行う場合は、労働安全衛生法等の諸法令を遵守して行うものとする。 

(4)立入許可が必要な施設内に立ち入る場合は、事前に監督職員と日程調整を行う

ものとする。 

(5)この業務に必要な測定器・器具等は、受注者の負担で用意しなければならない。 

(6)現地調査にあたっては、施設に損傷等を与えないよう十分留意して行うものと

し、現地作業において施設損傷等を与えた場合は、受注者の責任において復旧す

るものとする。 

(7) 貸与を受けた調査器具等物品については、盗難防止等の管理を徹底するものと

し、不測の事態が生じた際は速やかに監督職員に連絡・調整するものとする。 

(8) 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に

監督職員の承諾を得るものとする。 

  (9) 機能診断調査の実施に際し、特に留意する点は、次のとおりである。 

①断水期間 

機能診断調査にあたり、断水可能期間は令和８年 1 月上旬から 3 週間程度を見

込んでいるが、詳細は施設管理者との調整の上決定するものとする。 

  ②緊急時の対応 

   断水充水時及び調査中に施設の異常を確認した場合は、臨機の措置を講ずると

ともに、速やかに施設管理者及び監督職員に連絡するものとする。 

③安全施設及び水替え工 

作業にあたり、交通誘導員及び水替え工が必要となった場合は、監督職員と協

議することとする。 

  ④空気弁改修工事（県営）との調整 

管内調査と並行して県営事業による藪塚畑かん水路の空気弁補修工事を予定

しているため、管内調査にあたっては十分な調整を行うものとする。 

 （10）機能保全対策の検討にあたっては、農業農村整備民間技術情報データベース

（NNTD）、農業水利施設保全補修ガイドブック 2024（(一社) 農業土木事業協会

発行）及び新技術情報システム（NETIS）等を積極的に活用しなければならない。 

・ 農 業 農 村 整 備 民 間 技 術 情 報 デ ー タ ベ ー ス （ NNTD ） に つ い て は 、

https://www.nn-techinfo.jp を参照。 

・ 農 業 水 利 施 設 保 全 補 修 ガ イ ド ブ ッ ク 2024 に つ い て は 、

https://www.jagree.or.jp/publication/books/no9/ を参照。 

・新技術情報システム（NETIS）は https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS を参照。 

 

（業務写真における 

黒板情報の電子化） 

第 3-4 条 

 

 

 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報

の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るもので

ある。 

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うこと

ができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを

実施するものとする。 

(1)使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」

という。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために

参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト） 」(URL「https://www.cryptrec.

go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信性憑確認機能（改ざん検知機能）

を有するものを使用するものとする。 
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項  目 内                容 

(2)機器等の導入 

1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 

2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得な

ければならない。 

(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い 

1)受注者は、(1)の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情 

報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 

2)本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（ 案） 」によ

るものとする。なお、上記(1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電

子化写真データの作成要領（案） 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該

当しないものとする。 

3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影

する必要はない。 

(4)写真の納品 

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ 

納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL(https:/dcpadv.jcomsia.org

/photofinder/pacauth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール） 又は

チェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用

いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出

するものとする。 

(5)費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含 

まれる。 

 

第 4 章 打合せ 

（打合せ） 

第 4-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす

る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

(1) 打合せ時期 

     初 回 業務実施計画作成時 

    第２回  中間打合せ（機能診断調査計画策定段階） 

第３回  中間打合せ（耐震照査に係る基本条件設定段階） 

第４回 中間打合せ（機能診断調査結果及び耐震照査結果取りまとめ段階） 

最終回  点検・取りまとめ段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記

録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものと

する。 

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打合

せを含め、 受注者の責により管理技術者の立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、

設計変更の対象とはしない。 その際、管理技術者は、共通仕様書第 1-10 条に定める

業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報告しなければならない。 

(2) 打合せ場所 

打合せは WEB 会議により行うことを想定している。 

  

第 5 章 技術提案書 

の取扱いについて 

第 5-1 条 

 

 

技術提案書における技術提案内容については、共通仕様書第１－11 条に示す業務計

画書に反映のうえ作成し、監督職員の承諾を得るものとする。また、技術提案内容の

履行確認にあっては、業務完了時までに履行が確認できる資料を監督職員に提出する

ものとする。 

なお、技術提案書を業務計画書に添付しないこと。 
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項  目 内                容 

第 6 章 成果物 

（成果物） 

第 6-1 条  

 

 

成果物を共通仕様書第１－１７条に基づき作成し、提出しなければならない。 

1. 成果物の電子媒体（CD-R 若しくは DVD－R）正副 2部 

このほか、この成果物に含まれる「行政機関の保有する情報公開に関する法律」

に基づく「不開示情報」に該当する情報について、その箇所を黒塗りにする措

置を行い、電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R）により別途１部を提出するものと

する。 

2. 成果物の出力 1 部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

なお、前記で黒塗りの措置を行った成果物の出力は不要である。 

3. 要約版 1 部 

 

（成果物の提出先） 

第 6-2 条 

 

 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

千葉県柏市根戸４７１－６５ 

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 

 

第 7 章 契約変更 

（契約変更） 

第 7-1 条  

 

 

 

業務請負契約書第 17 条から第 20 条に規定する発注者と受注者による協議事項は、

次のとおりとする。 

(1) 第 2-2 条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。 

(2) 第 2-3 条に示す「対象施設」に変更が生じた場合。 

(3) 第 3-1 条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 

(4) 第 4-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

(5) 第 6-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

(6) 履行期間の変更が生じた場合。 

(7) 関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じた場合。 

(8) 現地調査時の状況確認の結果、調査項目の追加が生じた場合。 

(9) 仮設工の必要が生じた場合。 

(10)旅費交通費における宿泊費が確定した場合。 

(11) その他 

 

第 8 章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第 8-1 条 

 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、

必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 

（再調査） 

第 8-2 条 

 

調査結果が調査目的に合致せず、その原因が受注者に起因すると認められる場合は

再調査を命ずることがある。 

この場合、変更協議の対象としない。 

 



別紙１

調査対象施設諸元一覧表

構造物の規模 数　量

フローティングタイプ全可動堰

操作室（堰柱上部） W6.6m×B6.6m×H3.5m 5基 【別紙２】3-2③　代表堰柱のみ

管理橋 単種活荷重合成桁5連、L=178.9m、W=3.5m 1橋 【別紙２】3-2②

粗粒沈砂池
鉄筋コンクリート凾型（全巾13.8m　B2.4m×5連）
沈砂池ゲート5基、排砂ゲート1基

1箇所
【別紙２】3-2①
土木施設が対象

フローティングタイプ全可動堰

操作室（堰柱上部） W7.0m×B9.0m×H3.55m 4基 【別紙２】3-1⑤　代表堰柱のみ

魚道 階段式、B=2.0m、L=55.0m、勾配1/12.5 1箇所 【別紙２】3-1①

管理橋 単種活荷重合成桁5連、L=195.0m、W=3.5m 1橋 【別紙２】3-1④

取水ゲート
W3.6m×H1.499m　2連
鋼製ローラーゲート(B3.0m×H2.0m) 川表・川裏

2門
【別紙２】3-1②
土木施設が対象

取水樋管 鉄筋コンクリート函渠(B3.0m×H2.0m×2連) 40.0m 【別紙２】3-1②

邑楽沈砂池
鉄筋コンクリート（全巾23.4m　B2.6m×8連）
沈砂池ゲート8門、排砂ゲート1門

1箇所
【別紙２】3-1③
土木施設が対象

管水路 φ400～1,350mm 10.7km 1号・2号幹線水路

藪塚畑かん水路

邑楽頭首工

施設名称・対象構造物
施設規模

備　考

太田頭首工

(1/4)



別紙２

作　業　内　容 作業量 備考

１－１．現地調査 　調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務実施計画書策定のために必要な現
地調査を行う。 １式

１－２．資料の検討 　貸与資料及び機能診断調査及び耐震性能照査に必要な施設完了時の設計図書、地域特性等に係る
資料を収集・整理し、機能診断及び耐震照査の基礎資料とする。 １式

１－３．問診調査 　施設管理者等から日常利用、操作等の不具合・変状個所・事故履歴・補修履歴等について聞き取り
調査を行い、施設機能に関する課題、問題点を把握・整理する。 １式

２．施設の機能診断調査 　藪塚畑かん水路において、機能診断調査を行う。
　なお、本調査結果については関連業務にて更新する施設整備計画及び長寿命化計画の更新作業へ
反映するものとする。

　 ２－１．施設機能の検討 　資料調査及び問診調査を元に、安全性、水利的な機能及び環境面からの要求機能について整理し、
診断の重点を設定するほか、要求機能を満足するための要求性能を設定する。

１式

２－２．性能低下要因の推定 　事前調査及び現地踏査結果を基に、性能低下の推定を行う。また、環境（水質又は周辺環境）条件に
よる性能低下の可能性があるか推定する １式

２－３．現地調査（定点調査）計画の作成 　事前調査、現地踏査及び施設の影響度等を勘案し、現地調査（定点調査）の位置・範囲・調査地点の
密度及び調査手法を設定する。

　なお、藪塚畑かん水路の制約条件は以下の通りとして策定する。
　令和８年１月上旬から３週間程度の期間において、藪塚畑かん水路のパイプライン区間において、落
水を行ったうえで機能診断調査を行う。なお、調査区間については、１号幹線水路の１号制水弁から下
流を想定しており、別紙機能診断調査位置図に示す区間について実施する。なお、Φ700管においては
カメラ調査とする。
　調査計画は、H31年度に作成した調査計画の検討事項を活用して作成し、地元関係機関へ確認を行
うものとする。
　また、調査計画の作成にあたっては、営農への影響を極力低減することに留意するものとし、落水及
び充水、監視計画を含めて検討を行う。

２－４．健全度評価 　調査結果に基づき、調査単位毎に施設の健全度の判定を行う。 １式

２－５． 管内非破壊調査結果解析 　現地調査にて実施する超音波探査結果について解析作業を行う。 １式

２－６．性能低下予測 　性能低下要因推定結果、健全度判定結果等を踏まえ、現況施設の性能判定を行うとともに、性能管
理指標を選定し、現地条件に適合する性能低下予測手法により、性能低下予測を行う。 １式

２－７．機能保全対策の検討 　既往の機能保全計画を基に、施設別に現地状況に適合する対策工法を複数選定し、選定された対策
工法・実施時期・実施範囲を組み合わせて対策シナリオを複数作成し、機能保全対策の見直しを行う。 １式

３．耐震性能照査

３－１．邑楽頭首工 　令和６年度に設定した邑楽頭首工地点におけるレベル１地震動、レベル２地震動タイプⅠ（プレート境
界型）及びレベル２地震動タイプⅡ（内陸直下型）を用いて、次の構成要素別に保持すべき性能におけ
る耐震照査を実施する。
①魚道：レベル１

②取水工：レベル１及びレベル２

③沈砂池：レベル１

④管理橋：レベル１及びレベル２

⑤ゲート操作室（堰柱上部）：レベル１及びレベル２

３－２．太田頭首工 　令和５年度に設定した太田頭首工地点におけるレベル１地震動、レベル２地震動タイプⅠ（プレート境
界型）及びレベル２地震動タイプⅡ（内陸直下型）を用いて、次の構成要素別に保持すべき性能におけ
る耐震照査を実施する。
①沈砂池：レベル１

②管理橋：レベル１及びレベル２

③ゲート操作室（堰柱上部）：レベル１及びレベル２

　照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。
１式

　上記各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。
１式

令和７年度　国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　渡良瀬川沿岸地区太田頭首工等付帯施設耐震照査その他業務

４．照査

５．点検・取りまとめ

【設計業務】
作　業　項　目

１．準備作業

１式

１式

１式

［　作　業　項　目　内　訳　表　（　機　能　診　断　調　査　及　び　耐　震　照　査　）　］
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作　業　項　目 規格 作　業　条　件 数量 備考

【現地踏査】

　現地踏査 地上部の変状確認 目視調査(地上) 11km
R2年調査
範囲を除く

【現地調査（管内調
査）】

　管体内面目視調査 PC管φ800mm ひび割れ、損傷の近接目視、内径、管頂計測含む 540ｍ

　管内非破壊調査 PC管φ800mm 超音波法によるカバーコート厚測定(９箇所（３断面×上部・左右)/管) 10管

　線形調査 PC管φ800mm 蛇行・沈下、帯水状況確認 ２定点 30ｍ/定点

　継手部調査 PC管φ800mm 継手間隔、四方継手曲げ角度、ゴム輪位置測定５箇所(四方)/定点 ２定点 30ｍ/定点

カメラ調査 FRPM管φ700mm 300ｍ
自走可能
距離

【人孔蓋撤去・復旧】

　人孔蓋撤去 φ600 2箇所

　人孔蓋復旧 φ600 パッキン、ボルト・ナット（SUS製 7.5K RF フランジ用）交換含む 2箇所

令和7年度　国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
渡良瀬川沿岸地区太田頭首工等付帯施設耐震照査その他業務

［　機　能　診　断　調　査　業　務　調　査　数　量　表　　］

＜機能診断調査業務（藪塚畑かん水路）＞
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